
 以下は、8/7厚生労働省から自治体および医療機関向けに出された情報です。青森県内にはエボラの様な第一
類感染症に対応できる病院（特定・第1種感染症指定医療機関）はありません。現実的に対応できるであろう機関は
近くても札幌か福島の病院です。そのため、全ての「疑い例」をやみくもに指定病院に送ることは非現実的であり、現
実的にはどの病院も「本当の疑い例」とはどのような症例なのか知っておく必要があります。下記資料のピンクでマー
カーした部分を参考にして頂き、各症例につきましてはまず管轄の保健所に連絡しましょう。 

「愛CONニュース」 

Aomori Infection Control Network 

号外①：「エボラ出血熱疑い患者」とは？ 


